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　町では、胃がん検診として胃内視鏡検査を行っていま
す。今年度受診されないと、来年度は受診することがで
きません。また、例年9月から年度末にかけて、医療機
関が非常に混み合います。ご希望の方は早めにお申し込
みください。
▶対象／50歳以上で今年度偶数年齢になる方
▶実施期間／令和5年2月28日㈫まで
※�詳しくは本誌4月号25頁、または町公式ホームページをご確認
ください。

よくあるご質問
Ｑ1.  寄居町国民健康保険加入者でなければ受けられま

せんか？
Ａ1.��町のがん検診は、健康保険の種別にかかわらず受

けられます。
Ｑ2.  誕生日を過ぎないと受けら

れませんか？
Ａ2.��年度末(令和5年3月31日)時

点で偶数年齢であれば、誕
生日前でも受けられます。

健康づくり課( 581･2121内線211･212)

小・中学校における
電話対応時刻の設定について

2年に一度のチャンス！
もう受けましたか？�胃内視鏡検査

　町内の小・中学校では、令和4年5月から「学校にお
ける電話対応時刻」を一律に設定しています。

▶電話対応時刻

●授業日(平日)� …　18:30まで
　　　　　　　　　　(職員が在校している場合)
　※なお、職員の退勤時刻は16:45(または16:40)です。

●休日(土･日･祝日)� …　電話対応無し
●長期休業中� …　16:45(または16:40)まで
●学校閉庁日� …　電話対応無し

※�ただし、学校行事等がある場合は、この限りではありません。

この取り組みは、学校における働き方改革の一環として
実施しています。本改革は、教職員が心身共に健康を保
つことができる環境を整え、子どもたちに必要な、効果
的な教育活動を持続的に行うことができるようにするこ
とを目的としています。皆さんのご理解とご協力をお願
いします。

教育指導課( 581･2121内線521)

新型コロナウイルス感染症　再び増加

新型コロナワクチンの３回目接種が
まだお済みでない皆さんへ

後期高齢者医療制度に関するお知らせ

　新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数が再び
増加し、専門家は「第7波」に入ったという見解を示
しました。都市部での流行は、オミクロン株の派生型
「BA.5」に置き換わったことが原因といわれています。
行楽シーズンを迎え、不特定多数の方と接触する機会
の増加が予測されますので、あらためて感染対策とワク
チン接種についてお知らせします。
感染対策(手洗い・うがい・換気・マスク着用)
新型コロナウイルス感染症は、ウイルスが付着した手指
で鼻、口、目に触れたり、ウイルスを含んだ飛

ひ ま つ

沫を吸い
込んだりした際に、粘膜などを通じてウイルスが体内に
入り感染します。そのため、手洗いやうがい、換気、マ
スク着用などの対策が必要となります。
夏場については、熱中症予防の観点から、屋外でマスク
を必要としない場面(会話を控える、距離を確保できる
場面等)では、マスクを外すことが推奨されています。
また、屋内ではマスクを着用し、食事等で外すときは会
話を控えてください。

ワクチン接種で感染・発症予防
1・2回目接種から期間が経過したことにより、初回免
疫(1・2回目接種による免疫)のオミクロン株に対する感
染・発症予防効果は、著しく低下しています。感染予防
には、ワクチン接種が有効であり、3回目接種を受ける
ことでオミクロン株に対する感染・発症予防効果が一時
的に回復すると報告されています。3回目接種の接種率
(令和4年7月末時点)は、65歳以上で8割を越えている一
方、12～17歳では4割程度にとどまっています。
3回目接種

12歳以上で2回目接種から5カ月経過している方を対象
としたワクチン接種(4回目接種含む)の実施期間は、9
月30日㈮までの予定です。接種についてご検討いただ
き、希望される方は早めの接種をお勧めします。
※�使用するワクチンは①ファイザー社(12歳以上)、②モデルナ社
(18歳以上)、③武田社(18歳以上)の3種類です。

4回目接種
医療従事者等および高齢者施設等の従事者への4回目接
種を開始しています。対象および接種券の申請方法等
については、町公式ホームページをご覧ください。

健康づくり課(新型コロナ対策班)
　( 581・2121内線213)

令和�4�年�10�月�1�日から、一定以上の所得のある方は

医療費の窓口負担割合が�2�割となります。�
※現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除く

見直しの背景
○�令和4年度以降、団塊の世代が75
歳以上となり始め、医療費の増大
が見込まれています。
○�後期高齢者の医療費のうち、窓口
負担を除いて約4割は現役世代の負
担(支援金)となっており、今後も拡
大していく見通しとなっています。
○�今回の窓口負担割合の見直しは、
現役世代の負担を抑え、国民皆保
険を未来につないでいくためのも
のです。

▶�2割の対象となる方 
課税所得145万円以上、医療費の窓口負担割合が3割の方以外の方で、次のように決まります。

▶負担を抑える配慮措置
○ 2割負担となる方については、令和4年10月1日の施

行後3年間(令和7年9月30日まで)は、1カ月の外来
医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額
が3,000円までに抑えられます(入院の医療費は対
象外)。

○ 配慮措置の適用対象となった場合、その超えた金
額を高額療養費として払い戻します。
■計算例(１カ月の医療費全体額が50,000円の場合)

ご注意ください！
○ 厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で還付金

をお知らせすることや、ＡＴＭの操作をお願いす
ることは絶対にありません。

○ 不審な電話があったときは、警察署または消費生
活センターにご連絡ください。
医療費負担割合の見直しに関するお問い合わせ
●厚生労働省コールセンター　

0120･002･719
(月～土曜日�午前9時～午後6時)※日曜日､祝日は休み

●埼玉県後期高齢者医療広域連合　

0120･085･950
(月～金曜日�午前8時30分～午後5時15分)
※土･日曜日､祝日は休み

※後期高齢者医療の被保険者には、65～74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方が含まれます。
※�｢課税所得｣とは、住民税納税通知書の｢課税標準｣の額（前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社
会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。
※年金収入には遺族年金や障害年金は含みません。
※｢その他の合計所得金額｣とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

28万円以上
1人だけ

2人以上

28万円未満 １割
200万円未満 １割

320万円未満 １割

200万円以上 ２割

320万円以上 ２割

世帯内の後期高齢者のうち
課税所得が最大の方の課税
所得が28万円以上か

「年金収入＋その他の合計所
得金額」が200万円以上か

「年金収入＋その他の合計所
得金額」の合計が320万円以
上か

世帯に後期高齢者が
2人以上いるか

町民課( 581･2121内線111･112)

窓口自己負担1割のとき　① 5,000円

窓口自己負担2割のとき　② 10,000円

負担増　③（②－①） 5,000円

窓口負担増の上限�④ 3,000円

払い戻し（③－④） 2,000円

配慮措置��1カ月当たり5,000円の負担増を
3,000円までに抑えます。

詳しくは
コチラ

(75歳以上の方等)
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